


附 則

この条例は、令和８年６月１４日から施行する。ただし、第１５条第３項の改正規定

（「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改める部分に限

る。）は、公布の日から施行する。

日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法（平成３年法律

第７１号）第１６条の２第１項の規

定による特定特別永住者証明書をい

う。）

移動端末設備用利用者証明用電子証

明書（公的個人認証法第３５条の２

第１項の移動端末設備用利用者証明

用電子証明書をいう。）が記録され

ている移動端末設備（電気通信事業

法（昭和５９年法律第８６号）第１

２条の２第４項第３号ロに規定する

移動端末設備をいう。）

（略） 移動端末設備用利用者証明用電子証

明書（公的個人認証法第３５条の２

第１項の移動端末設備用利用者証明

用電子証明書をいう。）が記録され

ている移動端末設備（電気通信事業

法（昭和５９年法律第８６号）第１

２条の２第４項第２号ロに規定する

移動端末設備をいう。）

（略）




